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新 旧 

第１条～第７条（略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、効力を失う。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月２５日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和８年１月６日から施行する。 
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第１条～第７条（略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、効力を失う。 

   附 則 

この要綱は、令和６年１１月２５日から施行する。 

 

 

別表（第３条） 

区分 構成団体 

医療機関 公益社団法人千葉県医師会 

小児医療機関 千葉県こども病院 

小児科医 千葉県小児科医会 

支援団体 認定ＮＰＯ法人難病のこども支援全国ネットワーク 

患者・家族会 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会千葉県支部 

小児慢性特定疾病 

児童等自立支援員 

千葉県小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 
（自立支援員委託事業受託者） 

移 行 期 医 療 支 援    

コーディネーター 
千葉県移行期医療支援センター 

幼稚園 全千葉県私立幼稚園連合会 

保育所 千葉県保育協議会 

教育関係 千葉県養護教諭会 

市町村関係 千葉県市町村保健活動連絡協議会 

療育機関 千葉県千葉リハビリテーションセンター 

就労支援機関 千葉公共職業安定所 

保健所 千葉県保健所長会 

特別支援教育 教育庁教育振興部特別支援教育課 

県内有識者 ひがしまつど小児科 

区分 構成団体 

医療機関 公益社団法人千葉県医師会 

小児医療機関 千葉県こども病院 

小児科医 千葉県小児科医会 

支援団体 認定ＮＰＯ法人難病のこども支援全国ネットワーク 

患者・家族会 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会千葉県支部 

幼稚園 全千葉県私立幼稚園連合会 

保育所 千葉県保育協議会 

教育関係 千葉県養護教諭会 

市町村関係 千葉県市町村保健活動連絡協議会 

療育機関 千葉県千葉リハビリテーションセンター 

就労支援機関 千葉公共職業安定所 

保健所 千葉県保健所長会 

特別支援教育 教育庁教育振興部特別支援教育課 

県内有識者 ひがしまつど小児科 
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